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１．背景と目的 

国際海事機関（IMO）の海上人命安全条約（SOLAS）ではその第Ⅱ―1章第3-5規則において、船舶へのアス
ベストの新規搭載を2011年1月1日より禁止している。 

しかしながら、オランダは、同国に入港した約300隻の船舶（対象船舶は2002年7月1日以降に建造された船
舶）を調査したところ、その95%から、搭載禁止のアスベストが検出されたとして、IMOに対し、条約の完全実施を
徹底するよう主管庁に注意喚起すべき旨の提案を行った。 

これに対応して、2012年2月のIMOの設計設備小委員会（DE56）において国際船級協会連合（IACS）がアスベ
ストの検査方法に関する統一解釈を提案し、親委員会である海上安全委員会の第90回会合（5月16日‐25日：
MSC90）にて承認されIMOサーキュラー（MSC.1/Circ.1426, 13 June 2012）として各国へ回章された。 

同サーキュラーでは、アスベストを使用していないことを宣言するAsbestos-free Declaration（アスベスト不使
用宣誓書）及び補足資料を、新造船に搭載される舶用機器については製造時に、また、既に船上にある予備品
についてはその使用時に作成し、年次検査ごとに検査機関が審査することを求めている。日本海事協会におい
ても、テクニカルインフォメーション（2012年6月22日付TEC=0908）を発出し、7月1日より運用を開始しているとこ
ろである。 

アスベスト不使用宣誓書及び補足資料の作成は、基本的には製造事業者からの申告に基づくものとなってお
り、真に石綿が含まれていないかにつき確認を行うことが必要とされている。 

このため、舶用製品の石綿の混入しやすい製品（ガスケット、パッキン、断熱材をその構成部品として含むも
の）について、日本国内で材料レベルから調達された部品は除き、原則的にサンプリング試験を舶用製品メー
カー側で自主的に実施するモデルを構築し、非石綿含有製品との確認がとれたものについて確認書を交付する
とともに識別のため印（シール）を添付して管理することにより、サンプル試験等を実施した非石綿含有製品の
データベース化を図り、もって船主、造船所の利便を図るとともに検査の円滑化を促進する手法の構築を図る。 
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２．研究開発内容と実施状況 
（１）非石綿含有製品確認手法モデルの構築 
  ①対象とすべき製品の抽出 

回章されたIMOサーキュラー（MSC.1/Circ.1426, 13 June 2012）を参考に、過去、石綿が含有し
ている部品を使用していた機器を調査し、表１のとおり１６種類の製品を対象とすることとした。 
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１ プロペラシャフト ９ 弁 

２ ディーゼル機関 １０ 配管・ダクト 

３ タービン機関 １１ 
タンク 
（燃料油タンク、温水タンク、汽水分離タンク） 
 その他の機器（燃料油濾過器、潤滑油濾過器）） 

４ ボイラー １２ 電気設備 

５ 排ガスエコノマイザー １３ 居住区域の天井・床及び壁 

６ 焼却炉 １４ 防火扉 

７ 
補機 
（ポンプ、コンプレッサー、油清浄機、クレーン） 

１５ イナートガス発生装置 

８ 熱交換器 １６ 空調装置 

表１ 対象とすべき製品 
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（１）非石綿含有製品確認手法モデルの構築 
  ②製品別のサンプル試験を実施すべき部位の特定 

対象製品ごとに、石綿が含有している可能性のある部位（部品）を調査し、表２のとおり特定した。 
なお、船舶には、特定の製品に属さない部品でも、石綿が含有している可能性があるものが存
在するため、「その他」というカテゴリーを設けることとした。 

表２－１ 製品別 調査対象部位（部品） 

プロペラシャフト 
低圧油圧配管のフランジのパッキン、ケーシングのパッキン、クラッチ、ブレーキライニング、 
合成繊維製スタンチューブ 

ディーゼル機関 配管のフランジパッキン、燃料油管の断熱材、排気管の断熱材、過給器の断熱材 

タービン機関 
ケーシングの断熱材、蒸気管（弁）、排気管（弁）、ドレン管（弁）のフランジパッキン、蒸気管（弁）、 
排気管（弁）、ドレン管（弁）の断熱材 

ボイラー 
燃焼室内の断熱材、ケーシングドアのパッキン、排気管の断熱材、マンホールのガスケット、ハンド
ホールのガスケット、スートブロアーその他の穴のガス漏れ防止パッキン、蒸気管（弁）、排気管
（弁）、ドレン管（弁）のフランジのパッキン、蒸気管（弁）、排気管（弁）、ドレン管（弁）の断熱材 

排ガスエコノマイザー 
ケーシングドアのパッキン、マンホールのパッキン、ハンドホールのパッキン、スートブロアーのガス
漏れ防止パッキン、蒸気管（弁）、排気管（弁）、ドレン管（弁）のフランジのパッキン、蒸気管（弁）、 
排気管（弁）、ドレン管（弁）の断熱材 

焼却炉 ケーシングドアのパッキン、マンホールのパッキン、ハンドホールのパッキン、排気管の断熱材 

補機 
 （ポンプ、コンプレッサー、 
  油清浄機、クレーン） 

ケーシングドア及び弁のパッキン、グランドパッキン、ブレーキライニング 
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表２－２ 製品別 調査対象部位（部品） 

熱交換器 ケーシングのパッキン、弁のグランドパッキン、断熱材、絶縁材 

弁 弁のグランドパッキン、配管のフランジのシートパッキン、高圧高温のフランジのガスケット 

配管、ダクト 断熱材、絶縁材 

タンク 
 （燃料油タンク、温水タンク、 
  汽水分離タンク）、 
  その他の機器（燃料油濾過器、 
  潤滑油濾過器）） 

断熱材、絶縁材 

電気設備 絶縁材 

居住区域の天井、床及び壁 天井、床、壁 

防火扉 防火扉のパッキン、構造材及び絶縁材 

イナートガス発生装置 ケーシングのパッキンなど 

空調装置 シートパッキン、配管の断熱材及びフレキシブルジョイント 

その他 

ロープ、防熱材、防炎材／耐火材、スペース／配管の断熱材、電気ケーブル包皮材、 
ブレーキライニング、フロアタイル／デッキの下張材、蒸気／熱水／空気抜きのフランジのガスケット、
接着剤／樹脂／充填剤、防音材、プラスチック成形材、シーリング材（シーリングパテ）、 
軸／弁のパッキン、電気絶縁用挿入パッキン、サーキットブレーカーアークシュート、 
パイプハンガーの間隙充填剤、溶接時の保護具、防炎カバー、防炎毛布／防炎服／防炎具、 
コンクリートバラスト 
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（１）非石綿含有製品確認手法モデルの構築 
  ③サンプル試験の実施方法 

前項において特定した、製品の部位（部品）において、石綿を含有していない製品であることを
確認するためのサンプル試験を、次の方法において実施することとした。 
 

ａ） 日本以外の国より購入（輸入）した部品については、必ずサンプル試験を実施する。 

ｂ） サンプル試験は、第三者機関で実施することとし、極力、ＡＩＨＡ（American Industrial 
Hygiene Association：米国産業衛生協会）若しくは、NVLAP（National Voluntary Laboratory 
Accreditation Program：国家自主試験所認証プログラム）の認証を受けた分析機関で行う
ことを推奨する。なお、所在が日本であり、かつ、厚生労働省の石綿障害予防規則（平成17
年厚生労働省令第21号（以後、石綿規則と称する。））において規制している、６物質、０．１
重量％の含有の有無の判定が可能な分析結果を発行することができる分析機関であれば
これに限らない。 

ｃ） 日本で製造された部品については、石綿規則により、安全が確保されているために、製造
元が発行する、「アスベスト不使用保証書」若しくはそれに代わる証書の確認ができれば、
サンプル試験の実施を必要としない。 

ｄ） 上記、ａ）、ｂ）に該当しない（アスベスト不使用保証書等の確認ができない）場合は、必ずサ
ンプル試験を実施する。 
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（１）非石綿含有製品確認手法モデルの構築 
  ④個別製品ごとの非石綿確認項目一覧表の作成 

個別製品ごとに石綿を含有していないことの確認が可能なように、「アスベスト不使用確認表」を、
対象となる１６製品について作成した。 

アスベスト不使用確認表 
 （プロペラシャフト） 

アスベスト不使用確認表 
 （ディーゼル機関） 



8 

アスベスト不使用確認表 
 （タービン機関） 

アスベスト不使用確認表 
 （ボイラー） 
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アスベスト不使用確認表 
 （排ガスエコノマイザー） 

アスベスト不使用確認表 
 （焼却炉） 
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アスベスト不使用確認表 
 （熱交換器） 

アスベスト不使用確認表 
 （補機（ポンプ、コンプレッサー、油清浄機、クレーン）） 
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アスベスト不使用確認表 
 （弁） 

アスベスト不使用確認表 
 （配管、ダクト） 
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アスベスト不使用確認表 
 （タンク（燃料油タンク、温水タンク、汽水分離タンク）、

その他の機器（燃料油濾過器、潤滑油濾過器）） 

アスベスト不使用確認表 
 （電気設備） 
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アスベスト不使用確認表 
 （居住区域の天井、床及び壁） 

アスベスト不使用確認表 
 （防火扉） 
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アスベスト不使用確認表 
 （イナートガス発生装置） 

アスベスト不使用確認表 
 （空調装置） 
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（２）非石綿含有製品確認手法モデルの実施及びデータベースの作成 

・ 前項（１）で構築した確認手法モデルに適合した舶用製品について、「JSMEA アスベスト不使
用シール交付書」と、製品等に貼付する「JSMEA Asbestos-Free シール」を発行することとした。 

･ シールには、複製や改ざん防止のための、再貼り付け防止機能と、偽造防止機能（フォージガード
（富士フイルム㈱の偽造防止技術を活用））を持たせた。 

･ 多種多様な舶用製品に貼付できるよう、シールの大きさは、φ20mm、φ33mm、φ50mmの３種類
を用意した。 

・ 日本海事協会殿が発表された、テクニカルインフォメーション（TEC-0908 2012年6月22日）に基づ
き、 2012年7月1日前に造船所等へ納入した製品又は同日前に起工した船舶へ搭載する製品
への証明シール（青色シール）と、それ以後に納入した製品又は同日以後に起工した船舶へ搭
載する製品への証明シール（緑色シール）を分けるようにした。 

・ 「JSMEA アスベスト不使用シール交付書」並びに、「JSMEA Asbestos-Free シール」を発行し
た製品についてデータベース化し、更に、当会のホームページに掲載することにより、広く周知
するようにした。 

２．研究開発内容と実施状況 
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１．2012年7月1日前に造船所等へ
納入した製品又は同日前に起
工した船舶へ搭載する製品へ
の証明シール（青色） 

２．2012年7月1日以後に造船所等
へ納入した製品又は同日以後
に起工した船舶へ搭載する製
品への証明シール（緑色） 

JSMEA  アスベスト不使用シール交付書 

JSMEA  Asbestos-Free シール 
（再貼り付け防止機能、偽造防止機能付き） 

（画像はイメージであり、実際のシールとは異なる場合があります。） 
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完了報告のまとめ 

（１）非石綿製品の確認手法モデルの構築 

本研究の対象を関係するIMOサーキュラーに基づいて16種類の対象物件（プロペラシャフト、
ディーゼル機関、タービン機関、ボイラー、排ガスエコノマイザー、焼却炉、補機、熱交換機、弁、
配管・ダクト、タンク、電気設備、居住区域の天井等、防火扉、イナートガス発生装置、空調装
置）について、非アスベスト含有製品でないことを証明するため、機器類の部品等において国
外から輸入されるものについてはサンプル試験を実施し、サンプル試験機関の結果を当会へ
部品の一覧表とともに提出させるモデルを構築した。 

 

（２）非石綿製品含有製品確認手法モデルの実施及びデータベースの作成 

① これまでに、10社226機種について、サンプル試験等を経て提出された部品の一覧表ととも
に非アスベストを証するための申請を受付け、非アスベストシールを交付するとともにデータ
ベース化した（申請資料準備中の会社は2月時点で9社）。 

② 製品区分としては、プロペラシャフト、ディーゼル機関、ボイラ、排ガスエコノマイザー、補機
（コンプレッサー、油清浄機）、熱交換器、弁、配管・ダクト、タンク、電気設備、空調装置、そ
の他（冷凍装置、通風装置）の１２品目。 
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（３）これまで得られた主要な知見 

① プロペラシャフト： フランジのパッキン（オーストラリア製）の部分に外国製品が使用されて
いる例がある。いずれも非アスベスト製品。 

② ディーゼル機関： 排気管の断熱材（中国製）、ストレーナ（ドイツ製）、過給器の断熱材（ス
イス製）の部分に外国製品が使用されている例がある。いずれも非アスベスト製品。 

③ ボイラ： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

④ 排ガスエコノマイザー： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

⑤ 補機（コンプレッサー）： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

⑥ 補機（油清浄機）：ケーシングパッキン（英国製）の部分に外国製品が使用されている例が
ある。いずれも非アスベスト製品。 

⑦ 熱交換機： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

⑧ 弁： 高温高圧のフランジガスケット（韓国製）の部分に外国製品が使用されている例があ
る。いずれも非アスベスト製品。 

⑨ 配管・ダクト： 断熱材（米国製）の部分に外国製品が使用されている例がある。いずれも非
アスベスト製品。  

⑩ タンク： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

⑪ 電気設備： 現時点では日本製の部品のみのデータのみ。 

⑫ 空調装置： 配管・機器の断熱材（米国製）の部分に外国製品が使用されている例がある。
いずれも非アスベスト製品。 
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（３）これまで得られた主要な知見 （つづき） 
 

⑬ その他（冷凍装置、通風装置）： 断熱材（米国製）の部分に外国製品が使用されている例
がある。いずれも非アスベスト製品。  

 

これまで集めたデータの範囲では、アスベスト対策に関し極めて意識の高い会員会社のデー
タが集積されていると見ている。日本製の部品のみ使用しているものが226機種のうち、188機
種（約83%）は日本製の部品のみを使用している。 

（４）周知・広報活動 

本研究の周知及び成果の公表については、日本の舶用工業メーカを代表する日本舶用工業
会のメンバー会社を中心として、次の会議や媒体等を通じて行ってきている。研究期間終了後
においても同様の対応により更に周知活動を継続することとしている。 

 

①会員への文書送付による周知 

平成25年6月29日に日本舶用工業会会員に対し、アスベストシール交付書発給業務の
開始を周知・広報を行った。 

②説明会 

大阪（H24.7.6）、福山（H24.7.9）、東京（H24.7.10）において説明会を開催し周知・広報を
行った（国土交通省、NK殿、日本舶用工業会説明）。 
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（４）周知・広報活動  （つづき） 

③理事会・委員会等 

次の日本舶用工業会の合計10の理事会・委員会等でのべ11回の周知・広報を行った。 

  ・規制問題WG（H24.5.29） ・甲板機械部会（H24.8.22） ・次世代会（H24.8.27） 

 ・大形機関業務委員会（H24.10.1） ・政策委員会（H24.10.4） ・冷凍空調部会（H24.11.13） 

  ・理事会（H24.10.18及びH24.12.13） ・業務委員会（H24.11.13） ・減揺装置部会（H24.12.4） 

  ・プロペラ部会（H25.1.24） 

④WEBサイト 

日本舶用工業会のWEBサイトにH25.6.29より専用のウィンドーを設け、利用者の申請手
続きに必要な書類及び関係資料をアップし、周知・広報を行っている。 

⑤会報 

日本舶用工業会の会報である「舶」（年4回刊行）の2012年夏号（8月24日発刊）にて周
知・広報を行った。 

 

 （５）今後の予定等 

今後もアスベスト不使用シールの交付業務を継続し、更にデータベースを充実させ、サンプル
試験等を実施した非石綿含有製品のデータベース化を図り、もって、船主、造船所の利便を図
るとともに、検査の円滑化を促進する手法の構築を図ることに尽力して参りたい。 
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